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○ 建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法    

（敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例）（敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例）（敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例）（敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例）    

第第第第 59595959 条の２条の２条の２条の２ その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規

模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、か

つその建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより

市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、そ

の許可の範囲内において、第 52 条第１項から第９項まで、第 55 条第１項、第 56 条又は第

57 条の２第６項の規定による限度を超えるものとすることができる。 

２２２２ 第 44 条第２項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。 

 

○ 建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令建築基準法施行令    

（敷地内の空地及び敷地面積の規模）（敷地内の空地及び敷地面積の規模）（敷地内の空地及び敷地面積の規模）（敷地内の空地及び敷地面積の規模）    

第第第第 136136136136 条条条条 法第 59 条の２第１項の規定により政令で定める空地は、法第 53 条の規定により

建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の

面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上であるものとし、同条の規定によ

り建蔽率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対

する割合が 2/10 以上であるものとする。 

 法第 53 条の規定による建蔽率の最高

限度 

空地の面積の敷地面積に対する割合 

⑴ 5/10 以下の場合 １から法第 53 条の規定による建蔽率の最高

限度を減じた値に 1.5/10 を加えた数値 

⑵ 5/10 を超え、5.5/10 以下の場合 6.5/10 

⑶ 5.5/10 を超える場合 １から法第 53 条の規定による建蔽率の最高

限度を減じた値に２/10 を加えた数値 

２２２２ 法第 59 条の２第１項の規定によりその各部分の高さのみを法第 55 条第１項又は法第 56

条の規定による限度を超えるものとする建築物に対する前項の規定については、同項中

「2/10」とあるのは「1.5/10」と、「1.5/10」とあるのは「1/10」と、「6.5/10」とあるの

は「6/10」とする。 

３３３３ 法第 59 条の２第１項の規定により政令で定める規模は、次の表の（い）欄に掲げる数値

に応じて、同表（ろ）欄に掲げる数値とする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地

の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当と認める場合にお

いては、規則で、同表（は）欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることがで

きる。 

 （い） （ろ） （は） 

 

地域又は区域 

敷地面積の規模

（単位 ㎡） 

規則で定めることができる

敷地面積の規模（単位 ㎡） 

⑴ 第一種低層住居専用地域、第二種低

層住居専用地域又は田園住居地域 

3,000 1,000 以上 3,000 未満 

⑵ 第一種中高層住居専用地域、第二種

中高層住居専用地域 第一種住居地

2,000 500 以 2,000 未満 



域、第二種住居地域、準住居地域、準

工業地域、工業地域又は工業専用地

域 

⑶ 近隣商業地域又は商業地域 1,000 500 以上 1,000 未満 

⑷ 用途地域の指定のない区域 2,000 1,000 以上 2,000 未満 

 

○ 建築基準法施行令第建築基準法施行令第建築基準法施行令第建築基準法施行令第 136136136136 条第３項ただし書の規定に基づく敷地面積の規模に関する規則条第３項ただし書の規定に基づく敷地面積の規模に関する規則条第３項ただし書の規定に基づく敷地面積の規模に関する規則条第３項ただし書の規定に基づく敷地面積の規模に関する規則    

建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 136 条第 3 項ただし書の規定に基づき特

定行政庁が、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同項の表(ろ)欄に掲げる数

値によることが不適当であると認めて規則で定める敷地面積の規模は、次の表の左欄に掲

げる地域の区分に応じ、同表右欄に掲げる数値とする。 

地域 敷地面積の規模 

第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、

第 1 種住居地域、第 2 種住居地域又は準住居地域 

1,000 平方メートル 

近隣商業地域又は商業地域 500 平方メートル 
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１ 趣旨 

総合設計制度は、建築基準法（以下「法」という。）第 59 条の２の規定に基づき、一定

規模以上の敷地面積を有し、かつ一定割合以上の敷地内空地を確保する建築計画について、

姫路市長（特定行政庁）が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ総合的配

慮がなされていることにより市街地における環境の整備改善に資すると認めるものについ

て、容積率制限及び高さ制限の緩和を、姫路市建築審査会の同意を得たうえで許可する制

度である。 

なお、総合設計制度については、国からの技術的助言である「建築基準法第 59 条の２の

規定の運用について」（平成 23 年３月 25 日付国住街第 186 号）等において、許可準則及び

技術基準が示されている。 

本要領は、市街地環境の向上、良好な市街地住宅の供給に資する建築計画について、当

制度の活用を図るため、本市における許可基準及び手続き等を定めたものである。 
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２ 総合設計適用の基本的条件 

⑴ 対象地域又は区域 

限定なし。 

⑵ 敷地面積 

計画建築物の敷地面積が、次の表の地域又は区域の欄に掲げる区分に応じて、同表敷

地面積の規模の欄に掲げる数値以上であること。 

地域又は区域 敷地面積の規模 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域 3,000 ㎡ 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 第一種住

居地域、第二種住居地域、準住居地域 

1,000 ㎡ 

近隣商業地域、商業地域 500 ㎡ 

準工業地域、工業地域、工業専用地域  2,000 ㎡ 

用途地域の指定のない区域  2,000 ㎡ 

⑶ 前面道路 

計画建築物の敷地の前面道路（前面道路が２以上あるときは、少なくともその１つ）

は、次の表の地域又は区域の欄に掲げる区分に応じて、同表の幅員以上とすること。 

地域又は区域 前面道路の幅員 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居

地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 

６ｍ 

近隣商業地域、商業地域 ８ｍ 

準工業地域 ６ｍ 

工業地域、工業専用地域 ８ｍ 

用途地域の指定のない区域 ６ｍ 

⑷ 絶対空地率 

計画建築物の敷地内の空地の面積の敷地面積に対する割合（以下「絶対空地率」とい

う。）は、次の表の基準建蔽率（法第 53 条の規定による建蔽率をいう。以下同じ。）の

最高限度の欄に掲げる区分に応じて、同表絶対空値率の欄に掲げる数値以上とすること。 

基準建蔽率 

(Ｃ)の最高限度 

絶対空地率 

容積率制限(法第 52 条)

緩和の場合 

斜線制限(法第 52 条以外)

のみ緩和の場合 

Ｃ≦5／10 （１－Ｃ）＋1.5／10 （１－Ｃ）＋１／10 

5／10＜Ｃ≦5.5／10 6.5／10 ６／10 

5.5／10＜Ｃ （１－Ｃ）＋２／10 （１－Ｃ）＋1.5／10 

⑸ 敷地形態 

計画建築物の敷地は、共同化等により集約して規模の拡大を図り、できる限り整形の

ものとすること。 

⑹ 緑化等 

原則として、計画建築物と調和した植樹等を行い、その敷地内の空地の面積の 30％以

上を緑化すること。その他、良好な環境、景観の形成のための配慮をすること。 
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３ 公開空地等 

⑴ 公開空地の定義 

公開空地とは、次の①から⑤までの全てに該当する空地又は空地の部分（空地又は空

地の部分の環境の向上に寄与する植え込み、芝、池等及び空地の利便の向上に寄与する

公衆便所等の小規模な施設に係る土地を含む。）をいう。 

なお、総合設計建築物の整備と一体的に計画配置される公園、広場等の空地で次の①

から⑤までの全てに該当するもののうち、事業者の無償譲渡又は無償貸付けに係るもの

であって、都市計画決定され、又は地方公共団体により管理されるもの（以下「公共空

地」という。）については、これを公開空地とみなす。 

① 歩行者が日常自由に通行し、又は利用できるもの（非常時以外の場合において自動

車が出入りする敷地内の道路を除く。）であること。ただし、屋内に設けられるもの等

で、特定行政庁が認めたものにあっては、深夜等において閉鎖することができる。 

② 最小幅が４ｍ以上のものであること。ただし、道路に沿って敷地全長（最小限必要

な車路のみにより分断されているものは、敷地全長にわたって設けられているものと

みなす。）にわたって設けられ、かつ、道路と一体として利用可能な公開空地及び敷地

を貫通して道路、公園等を相互に有効に連絡する公開空地（以下「歩道状公開空地」

という。）にあっては、最小幅が２ｍ以上のものであること。 

③ 一の公開空地の面積は、当該公開空地が歩道状公開空地である場合を除き、次の表

の地域又は区域の欄に掲げる区分に応じて、同表の当該各欄に掲げる数値以上とする

こと。 

地域又は区域 一の公開空地の面積 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は

田園住居地域 

300 ㎡ 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地

域、工業地域又は工業専用地域 

200 ㎡ 

近隣商業地域又は商業地域 100 ㎡ 

用途地域の指定のない地域 200 ㎡ 

ただし、敷地面積の規模が建築基準法施行令（以下「令」という。）第 136 条第３項

の表（ろ）欄に掲げる規模に満たないときは、一の公開空地の面積は、当該公開空地

が歩道状公開空地である場合を除き、敷地面積の 10 分の１以上かつ 100 ㎡以上であ

ること。 

④ 全周の８分の１以上が道路に接しているものであること。ただし、動線上無理のな

い通り抜け通路を設けたもので、歩行者の出入りに支障がない場合は、この限りでな

い。 

⑤ 道路との高低差が、６ｍ以内のものであること。ただし、駅舎のコンコース、横断

歩道橋等に連絡する場合等歩行者の利便に供する場合は、この限りでない。 

⑵ 公開空地に準ずる有効な空地 

敷地内の建築物の居住者や利用者の日常自由な利用若しくは通行に専ら供される空地

及び空地の部分（空地又は空地の部分の環境の向上に寄与する植え込み、芝、池等及び
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空地の利便の向上に寄与する公衆便所等の小規模な施設に係る部分を含み、非常時以外

において自動車が出入りする通路を除く。）で次の①又は②のいずれかに該当するもの

については、公開空地に準ずる有効な空地として、(3)に規定する公開空地等の有効面積

に算入できるものとする。 

① 中庭等その周囲の大部分を建築物に囲まれ、道路に接していない空地（以下｢中庭

等｣という。）にあっては、建築物の居住者等のコミュニティ形成の場として活用され

る等適切な利用ができ、修景上良好に設計され、適切な規模（少なくとも 300 ㎡以上

であること。）を有すること。 

② 屋上にあっては、道路に面して設けられており、当該道路からの高さが、12ｍ以      

下かつ当該道路の幅員以下のものであって、緑化を図るなど修景上良好に設計されて

いるものであること。また、その面積については(1)の③に規定する規模以上であるこ

と。 

⑶ 公開空地等の有効面積の算定 

① 公開空地及び公開空地に準ずる有効な空地（以下｢公開空地等｣という。）の有効面積

（以下「有効公開空地面積」という。）は、次の表に掲げる区分に従い、当該公開空地

等又は公開空地等の部分の面積にアからカまでに掲げる係数を乗じて算定するものと

する。 

 ア 歩道状公開空地（幅が４ｍを超えるものにあっては、幅が４ｍ以内の部分に限る。） 

１．５ 

 イ 面積が 500 ㎡以上で幅員６ｍ以上の道路に接する公開空地又は公開空地部分（ア

に該当するものを除く。）                        １．２ 

 ウ 面積が 300 ㎡以上 500 ㎡未満で幅員が６ｍ以上の道路に接する公開空地又は公

開空地の部分（アに該当するものを除く。）                １．１ 

 エ ア、イ及びウ以外の公開空地又は公開空地の部分           １．０ 

 オ 中庭等（公開空地に準ずる有効な空地）               ０．５ 

 カ 屋上（公開空地に準ずる有効な空地）                ０．３ 

② 次に掲げるものの有効公開空地面積は、当該公開空地等又は公開空地等の部分の面

積に①に規定する係数を乗じて得たものに、同表に掲げる区分に従い、同表各欄に掲

げる係数を乗じて算定するものとする。 

区分 係数 

公開空地の道路からの見通しが、隣地又は計画建築物によっ

て妨げられるもの（道路の自動車交通量が著しく多い場合等

公開空地が道路に接しないことが当該公開空地の環境上好ま

しい場合で、動線上無理のない通り抜け歩路を設けたものを

除く。） 

０．５ 

公開空地の地盤（公開空地が建築物の屋上である場合には、

その屋上面）の高さが、当該公開空地に接している道路の路

面の高さと比べて 1.5ｍ以上高いもの又は３ｍ以上低いもの

（地形上、道路から連続して高さが変化するもの及び駅舎の

コンコース、横断歩道橋等に連絡するもの等歩行者の利便に

０．６ 
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供するものを除く。） 

ピロティ、アーケード、アトリウム等の建築物又は建築物の

部分（以下「ピロティ等」という。）によって覆われている公

開空地（はり下（はりがない場合には床版下。以下同じ。）10

ｍ以上のもの又は気候条件等のためピロティ等に覆われてい

ることが公開空地の環境を向上させるものを除く。） 

(ｱ) はり下５ｍ以上  

０．８ 

(ｲ) はり下２．５ｍ 

以上５ｍ未満  

０．６ 

公開空地等の位置、意匠、形態等や公開空地等に面する建築

物又は建築物の部分の意匠、形態等が当該公開空地等の効用

を増大させ、市街地環境の整備改善に特に寄与すると認めら

れるもの 

１．２ 

③ 隣接する敷地において一体的に計画された公開空地等については、全体を一の公開

空地等とみなして、①及び②の規定を適用することができるものとする。この場合に

おいて、①及び②の規定中「当該公開空地等又は公開空地等の部分の面積」とあるの

は「当該敷地内の当該公開空地等又は公開空地等の部分の面積」とする。 
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４ 容積率の割増し 

⑴ 容積率割増しの基準 

① 割増しの算定 

許可による容積率の割増しに当たって、計画建築物の延べ面積は基準容積率（法第

52 条第１項から第９項までの規定による容積率をいう。以下同じ。）に従い、次に掲

げる式によって得られる面積以下とすること。 

 

Ｖ＝Ａ×ｖ×｛１＋（Ｓ／Ａ―Ｖ＝Ａ×ｖ×｛１＋（Ｓ／Ａ―Ｖ＝Ａ×ｖ×｛１＋（Ｓ／Ａ―Ｖ＝Ａ×ｖ×｛１＋（Ｓ／Ａ―0.10.10.10.1）×Ｋ）×Ｋ）×Ｋ）×Ｋiiii×Ｋ×Ｋ×Ｋ×ＫAAAA｝｝｝｝    

 

Ｖ：割増し後の延べ面積 

Ａ：敷地面積（公共空地がある場合はその面積を含むものとし、以下、②及び(2)

において同様とする。） 

ｖ：基準容積率 

Ｓ：有効公開空地面積の合計 

Ｋi：1／３＋（９－ｖ）×１／８×１／３ 

ＫA：下表による割増係数 

地域又は区域 敷地面積（Ａ） 割増係数（ＫA） 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居

専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準

住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

5,000 ㎡以上 ２ 

5,000 ㎡未満 

 

１＋（Ａ－Ａmin）

／（5,000－Ａmin） 

上記以外の地域又は区域   １ 

Ａmin ：２の⑵に掲げる敷地面積の規模 

 

② 割増し後の延べ面積の限度 

①に規定する容積の割増しを行うにあたっては、下記を割増し後の延べ面積の限度

とする。 

 

    Ａ×ｖ×Ａ×ｖ×Ａ×ｖ×Ａ×ｖ×1.5 1.5 1.5 1.5 とＡ×（ｖ＋とＡ×（ｖ＋とＡ×（ｖ＋とＡ×（ｖ＋20202020／／／／10101010）のうちいずれか小さいもの）のうちいずれか小さいもの）のうちいずれか小さいもの）のうちいずれか小さいもの    

 

⑵ 容積率の割増しを行ううえで必要となる有効公開空地の最小規模 

有効公開空地面積の合計の敷地面積に対する割合（以下「有効公開空地率」という。）

が、基準建蔽率に従い、下表に掲げる値に満たない場合には、(1)の①の規定にかかわら

ず、原則として、容積率の割増しを認めないものとする。なお、(2)における有効公開空

地面積の合計には、３の(2)に規定する公開空地に準ずる有効な空地について、有効公開

空地面積の合計の２分の１を超える部分を算入しないものとする。 

基準建蔽率（Ｃ） 有効公開空地率（Ｓ／Ａ）の下限 

5.5／10 未満 0.5 

5.5／10 以上 0.2＋（１－Ｃ）×10／4.5×0.3 
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５ 高さ制限の緩和 

⑴ 絶対高さ制限に関する緩和 

法第 55 条第１項の規定に係る許可を受けることができる建築物は、敷地の各辺（単

純な形状の多角形の敷地にあっては敷地境界線、多角形でない敷地又は複雑な形状の多

角形の敷地にあっては、当該敷地を単純な多角形に近似した場合の各辺をいう。以下同

じ。）において Si’が Si 以下であるものとする。 

この場合において、Si’とは、Oi（各辺についてその中点から 16ｍの距離だけ外側に

ある点をいう。）を通る鉛直線上の各点を視点として建築物の各部分を各辺上の鉛直面

（以下「スクリーン」という。）に水平方向に投影した図形の面積（以下「立面投影面積」

という。）とし、Si とは、各辺の長さに 10ｍの建築物の高さの限度を乗じて得た値とす

る。 

⑵ 道路斜線制限等の緩和 

① 道路斜線制限及び隣地斜線制限関係 

ア 道路斜線制限（法第 56 条第１項第１号）又は隣地斜線制限（同項第２号）に係

る許可を受けることができる建築物は、敷地の各辺において Si’が Si 以下である

ものとする。この場合において、Si’とは、Oi（各辺についてその中点から次に掲

げる区分に従い、 (ｱ)、(ｲ)又は(ｳ)に掲げる距離だけ外側にある点をいう。）を通る

鉛直線上の各点を視点とした立面投影面積とし、Si とは、各辺において法第 56 条

第１項第１号、第２号及び第２項の規定によって許容される最大の立面投影面積と

する。 

(ｱ) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 

道路に接する各辺について当該道路の幅員に法第 56 条第２項の規定による当

該建築物の後退距離（以下「後退距離」という。）に相当する距離を加えた距離 

(ｲ) 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第

二種住居地域又は準住居地域 

道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加え 

た距離、その他の各辺については 16ｍに高さが 20ｍを超える部分を有する建築

物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当

する距離を加えた距離 

(ｳ) 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域又は用途地域

の指定のない区域（以下「非住居系地域」という。） 

道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加え 

た距離、その他の各辺については 12ｍに高さが 31ｍを超える部分を有する建築

物にあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当

する距離を加えた距離 

イ 前面道路の反対側の境界線からの水平距離に後退距離に相当する距離を加えたも

のが法第 56 条第１項別表第３（は）欄に掲げる距離を超える建築物の部分の立面投

影面積は、道路に接する各辺の Si’に含めないものとする。 

② 北側斜線制限関係 

ア 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域においては、

北側斜線制限（法第 56 条第１項第３号）は原則として、緩和しないものとする。た
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だし、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で隣地に対する日照条件を十分考慮

したものについては、この限りでない。 

イ 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域においては、北側斜線

制限は原則として緩和しないものとする。ただし、塔状建築物等で隣地に対する日

照条件を十分考慮したものについては、この限りでない。 

⑶ 建築物の敷地が斜線制限等の高さの制限の異なる地域又は区域の内外にわたる場合の

措置 

① 敷地が法第 55 条第１項又は法第 56 条第１項第１号、第２号若しくは第３号の規

定による建築物の高さの制限が異なる地域又は区域の内外にわたる建築物に対する 

(2)の①の規定の運用については、敷地の各辺の中点から次のア又はイに掲げる距離

だけ外側にある点をもって(2)の①のアの Oi とし、各辺において法第 55 条第１項又

は法第 56 条第１項第１号、第２号若しくは第３号の規定によって許容される最大の

立面投影面積をもって(2)の①のア及びイの Si とする。 

ア 道路に接する各辺について当該道路の幅員に後退距離に相当する距離を加えた距

離                       

イ その他の各辺については下記の式による数値 

16×Ｌ１＋Ａ２×Ｌ２＋Ａ３×Ｌ３ 

              Ｌ 

Ａ２：16ｍに高さが 20ｍを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から隣

地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えた距離の数

値 

Ａ３：12ｍに高さが 31ｍを超える部分を有する建築物にあっては、その部分から隣

地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えた距離の数

値 

Ｌ１：各辺のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居

地域内に存する部分の長さ 

Ｌ２：各辺のうち第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内に存する部分の長さ 

Ｌ３：各辺のうち非住居系地域内に存する部分の長さ 

Ｌ ：各辺の長さ（Ｌ＝Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３） 

なお、絶対高さ制限（法第 55 条第１項）及び北側斜線制限（法第 56 条第１項第３

号）の適用される地域又は区域の内外にわたる場合で、当該地域又は区域に存する部

分において北側斜線制限が隣地境界線から連続して適用される範囲の部分について、

法第 55 条第１項の規定に係る許可を受ける場合には、⑴を準用し、また、法第 56 条

第１項の規定については、⑵の②を準用する。 

② 上記①の判定方式のみでは斜線制限等の高さの制限の部分適用方式（建築物の各部                                                                                                      

分の高さが当該部分の存する地域又は区域の制限の適用を受ける方式をいう。）が十

分に反映されないことになり、敷地周辺の環境にとって不適当である場合には、建築

物の敷地を第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内に

存する部分、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居地域、第一種住居地域、

第二種住居地域又は準住居地域内に存する部分及び非住居系地域内に存する部分に区
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分し、それぞれの部分について⑵の①を準用する。 

この場合において、「各辺」とあるのは、それぞれ「各辺のうち第一種低層住居専  

用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内に存する部分」「各辺のうち、第

一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居

地域又は準住居地域内に存する部分」又は「各辺のうち非住居系地域内に存する部分」

と読み替え、また Si とは、当該部分について法第 56 条第１項第１号、第２号及び

第３号の規定によって許容される立面投影面積とする。 
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６ その他高さの制限 

交通上、安全上、防火上及び衛生上支障があることもあり、また、高さについて総合的

な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資する必要があることから、

計画建築物の高さ

※１

は 60ｍ以下（下図の２つの区域を除く。）とする。 

下図の区域１における計画建築物の高さ

※２

は 35ｍ以下とし、区域２における計画建築

物の高さ

※３

は 50ｍ以下とする。 

※１ 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部

分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1／8 以内の場合において、そ

の部分の高さは、12ｍまでを、当該建築物の高さに算入しないものとする。また、

棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さ

に算入しないものとする。 

※２ 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部

分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1／8 以内の場合において、そ

の部分の高さは、当該部分から姫路市道幹第１号線（大手前通り）までの水平距離

が 7ｍ未満の範囲にあっては当該水平距離に 5／7 を乗じて得たものまでを当該建

築物の高さに算入しないものとし、水平距離が 7ｍ以上の範囲にあっては 5ｍまで

を、当該建築物の高さに算入しないものとする。また、棟飾、防火壁の屋上突出部

その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しないものとする。 

※３ 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部

分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1／8 以内の場合において、そ

の部分の高さは、当該部分から姫路市道幹第１号線（大手前通り）までの水平距離

が 27ｍ未満の範囲にあっては当該水平距離から 20ｍを減じたものに 5／7 を乗じて

得たものまでを当該建築物の高さに算入しないものとし、水平距離が 27ｍ以上の範

囲にあっては 5ｍまでを、当該建築物の高さに算入しないものとする。また、棟飾、

防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入

しないものとする。 

 

JR 姫路駅 

凡例 

区域１ 

区域２ 
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７ 標示及び維持管理 

建築主は、次に定めるところにより、将来にわたって、公開空地などを適正に維持管理

しなければならない。 

⑴ 標示 

① 建築主は、次のアからウまでにより、標示板を設置すること。 

ア 公開空地による特例を受けたものにあっては、公開空地内の見やすい場所に、様

式第１号の標示板を２箇所以上設置すること。なお、特定行政庁により深夜等の閉

鎖が認められた公開空地についてはその公開時間を標示するものとする。 

イ 特例を受けた住宅にあっては、玄関ホール等の見やすい位置に、様式第２号の標

示板（住宅の用に供する部分を明らかにした各階平面図を付したもの）を設置する

こと。 

ウ 公開空地に準ずる有効な空地にあっては、特例を受けた建築物又はその敷地内の

見やすい場所に、当該部分が当該特例の適用を受けたものである旨の様式第１号又

は第２号に準じた標示板を設置すること。 

② 標示板の規格は原則として次のとおりとし、周囲の景観と調和するように配置する

こと。 

ア 銅版、ステンレス板、陶板等の耐候性、耐久性に富み、かつ容易に破損しない 

材質であること。 

イ 堅固に固定されたものであること。 

ウ 大きさは、縦 30ｃｍ以上、横 50ｃｍ以上とすること。 

⑵ 維持管理 

① 建築主は、公開空地等の維持管理を適切に行うことについての誓約書を提出するこ

と。 

② 建築主は、維持管理責任者を選任し、様式第 3 号による維持管理責任者選任（変更）

届を提出すること。 

維持管理責任者は、建築物計画図及び公開空地等計画図を保管するとともに、その

状況について様式第４号により３年毎に特定行政庁に報告しなければならない。 

③ 建築主は、建築物又は敷地を譲渡する場合、譲受人に対して公開空地等の維持管理

の責任を負うものである旨を明示すること。 

④ 物件説明書、パンフレット、管理規約、売買契約書等には、次に掲げる事項を記載

すること。 

ア 総合設計による建築物であること 

イ 総合設計の趣旨及び公開空地等の定義 

ウ 公開空地等の維持管理及び費用負担 

エ 公開空地等の変更又は転用・封鎖禁止 

オ 公開空地等の図面 

  ⑤ 屋内に設けられるもの以外の公開空地は、24 時間開放しなければならない。 
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８ その他 

⑴ 計画道路の取扱い 

計画建築物の敷地内に、都市計画において定められた計画道路（法第 42 条第１項第

４号に該当するものを除き、以下「計画道路」という。）があり、その計画道路部分に公

開空地を設ける場合においては、その計画道路が道路となった段階で残りの敷地におい

て総合設計許可基準を満足するよう、２段階のチェックを行うものとする。 

⑵ 広告物の取扱い 

許可を受けた計画建築物及びその敷地内において、広告物を掲出又は設置しようとす

る場合は、屋外広告物法その他の関係法令及び条例による。 
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９ 許可手続 

⑴ 手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 近隣説明等 

① 事前公開標識の設置 

建築主等は、計画建築物の許可申請書を提出する前に様式第５号の事前公開の標識

（大きさは、縦 90ｃｍ×横 90ｃｍ以上）を建築予定敷地内の見やすい場所に設置しな

ければならない。また、公開空地等のわかる透視図等を適宜併設すること。 

② 近隣説明 

建築主等は、計画建築物の許可申請書を提出する前に、事前公開標識の設置後２週

間以内に申請地の 50ｍ以内の利害関係者からの申し出があれば、事業計画の説明を行

い、その経過内容等について特定行政庁へ報告書を提出すること。 

⑶ 事前協議 

本計画について、⑴に基づき、下記の資料等を作成し、特定行政庁及び関係各課と事

前協議を行うこと。 

① 位置図 

都市計画図等による。 

② 建築計画概要 

建物配置図、各階平面図、立面図、断面図及び設計概要書 

事業者 姫路市 建築審査会 

関係部局を含む事前協議 

表示板の掲示 

近隣説明書の提出 

許可申請書の提出 受理 

審査 審査 

不同意 

同意 
許可通知 

不許可通知 

確認申請 
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③ 公開空地等の計画図 

植栽、舗装、前面道路との高低差等を明示する。 

④ 公開空地等面積求積図 

⑤ 立面投影面積の算定結果 

斜線制限の緩和を受ける場合に、スクリーン位置及び Oi 点を明確にし、Si 及び

Si’を算定し記入する。 

⑥ 日影図 

⑷ 許可申請 

許可申請書は、次に掲げる図書を建築審査会開催日の１ヶ月前までに、正本 1 通及び

副本１通提出すること。 

① 許可申請書 

② 委任状 

③ 理由書 

許可を必要とする理由を明示すること。 

④ 用途地域図 

都市計画の用途地域図にならい着色した凡例を記入すること。 

⑤ 維持管理責任者選任（変更）届及び誓約書（様式第 3 号） 

誓約事項を確認し維持管理責任者を選任すること。 

⑥ 用途地域図 

都市計画図の用途地域にならい着色した凡例を記入すること。 

⑦ 付近現況図 

周辺半径 300ｍの範囲の建築物の主要用途別に着色し、凡例を記入すること。 

用 途 摘 要 色 名 

住居専用  住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿 淡 黄 

レモン・イエロー 

店舗併用  店舗併用住宅 

 

山 吹 色 

イエロー・オレンジ 

商業専用 専用卸小売商店、市場、飲食店、百貨店、銀行、事務所

その他これらに類するもの 

赤 

レッド 

旅館、宿泊所その他これらに類するもの 桃 

ピンク 

 

料理店、待合、キャバレーその他これらに類するもの 

劇場、映画館その他これらに類するもの 

倉庫、自動車車庫その他これらに類するもの 明 紫 

モーブ 

工 業 用 

 

工場 

 

明 青 

ライト・ブルー 

農 業 用 家畜飼育場、搾乳場、温室その他これらに類するもの 濃 緑 

ディープ・グリーン 

公 共 用 

 

官公庁舎、公会堂、博物館、図書館、学校、病院、刑務

所、停車場その他これらに類するもの 

茶 

バーント・シエンナ 
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宗 教 用 神社、寺院、教会 

 

黄 緑 

ビー・グリーン 

そ の 他 

 

塵芥処理場、火葬場、と殺場、変電所その他これらに類

するもの 

灰 

グレー 

⑧ 現場周辺状況写真 

周辺の状況が俯瞰できるような位置から撮影すること。 

⑨ 設計概要書 

⑩ 透視図 

主要な公開空地等及び建築計画が、把握できるよう表現すること。 

⑪ 配置図 

前面道路（歩車道別）幅員、建築物位置等を明示すること。 

⑫ 敷地面積求積図 

⑬ 床面積求積図 

⑭ 公開空地等計画図 

縮尺１／300 以上とし、公開空地等の施設、表示板の位置及び植樹計画等を記入し、

公開空地等の範囲を朱書ラインで区分すること。なお、公開空地等が接する階の平面

図も記載すること。 

⑮ 公開空地等面積求積図 

実面積及び有効面積を明記すること。 

⑯ 表示板構造詳細図 

⑰ 動線計画図 

歩行者、自転車、一般車、緊急車、ゴミ収集車動線等を色分けして表示し、凡例を

記入すること。なお、1 階平面図も記入すること。 

⑱ 立面投影面積算定図 

斜線制限の緩和を受ける場合に、スクリーン位置及び Oi 点を明確にし、Si 及び

Si’を算定し、記入する。 

⑲ 日影図 

⑳ 各階平面図 

㉑ 立面図 

４面とし、一般規制による斜線制限を記入すること。 

㉒ 断面図 

２面以上とし、建築物の高さ、塔屋最高高さ及び居室の天井高さを記入する。前面

道路及び隣地との高さの関係も明示する。 

㉓ 住戸タイプ別平面図（住宅の場合） 

縮尺は１／50～１／100 とする。 

㉔ その他必要な資料 
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10 様式 

様式第１号 公開空地標示板 

公 開 空 地 標 示 板 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号 住宅の玄関ホール等に掲示する標示板 

総合設計による住宅標示板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この建築物は、建築基準法第 59 条の２の規定に 

基づく許可により建築されたもので、住宅の用途に 

供する部分は他の用途に変更できません。（姫路市） 

 

年 月 日 

建築主 

管理者 

 

この広場及び通路は、建築基準法 

第 59 条の２に基づいて設けられた 

空地で、歩行者が日常自由に通行又 

は利用できるものです。（姫路市） 

 

年 月 日 

 

建築主 

 

管理者 

 

公開空地 

 

 

 

１階～２階 ３階～11 階 

 

住宅の用途に

供する部分 

店舗・事務所 
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様式第３号 維持管理責任者選任（変更）届及び誓約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理責任者選任（変更）届及び誓約書 

年 月 日 

姫路市長      様 

〔建築主〕 

住 所 

氏 名 

ＴＥＬ 

 

建築基準法第 59 条の２の規定による許可の特例を受けた公開空地等及び建築物 

の維持管理について、下記の者を管理責任者に定め、適正に維持管理することを誓 

約します。 

また、建築物又は敷地を譲渡又は賃貸する場合は、本誓約書に基づき誓約事項を 

承継することを条件とします。 

 

記 

１ 維持管理責任者 

 

住所 

 

氏名 

 

ＴＥＬ 

 

２ 建築物の概要 

 

許可申請書 

 

建築物名称 

 

建築物所在地 

 

許可番号 

 

許可年月日 
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様式第４号 公開空地等及び住宅の用途に供する部分の管理報告書 

（表 面） 

公開空地等及び住宅の用途に供する部分の管理報告書 

 

年 月 日 

姫路市長       様 

     〔維持管理者〕 

住 所 

氏 名 

ＴＥＬ 

 

姫路市総合設計許可取扱要領に基づいて設置した 公開空地等・住宅の用途に供す 

る部分の維持管理状況について、下記のとおり報告します。 

 

所

有

者 

氏名  

住所  

許可番号  許可年月日  

検査済年月日  検査済証番号  

計画名称  主要用途  

敷 

地 

の 

位 

置 

地名地番  

用途地域  基準建蔽率 

％ 

   ％ 

 

基準容積率 ％

防火地域 防火‣準防火‣指定なし 高度地区 

１種・２種・指

第 １ 種 ‣第 ２ 種 ‣第 ３ 種 ‣第 ４ 種 ‣指 定 な し 

敷地面積  その他の地域地区  

建 

物 

概 

要 

建築面積  建蔽率 

％ 

   ％ 

 

 

延べ面積  容積率 

％ 

   ％ 許容容積率 ％

構造・階数 造  地上  階／地下  階 最高高さ ｍ

緩 

和 

事 

項 

容積率制限 １．緩和あり ２．緩和なし 

絶対高 さ 制

限 

１．緩和あり ２．緩和なし 

斜線制限 １．道路斜線 ２．隣地斜線 ３．北側斜線 

前回の報告     年  月  日 

 

現地検査日   年  月  日 受付欄 

係員   
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（裏 面） 

公 

開 

空 

地 

等 

に 

つ 

い 

て 

面 積 

        ㎡ 

 

有効公開空地面積         ㎡ 

所 見 

 

 

 

公 衆 の 

利 用 状 況 

 

 

 

変 更 の 有 無 

そ の 内 容 

 

 

 

その他管理上

の 問 題 点 等 

 

 

 

住 

宅 

に 

つ 

い 

て 

住 宅 総 戸 数 

        戸 

 

住宅部分延べ面積         ㎡ 

所 見 

 

 

 

変 更 の 有 無 

そ の 内 容 

 

 

 

その他管理上

の 問 題 点 等 

 

 

 

看 板 枚 数 壁面設置        枚 地上設置        枚 

総 括 意 見  

 

 

 

 

 

［添付図面及び明示事項］ Ａ４サイズ左折製本 

１ 付近見取図 

２ 配置図兼 

公開空地図 

３ 各階平面図 

４ 現況写真 

方位、道路、最寄り駅及び目標となるもの 

方位、縮尺、敷地境界線、建築物の位置、道路幅員、公開空地（茶）、

緑地（緑）にて着色すること。 

住宅の用に供する部分を着色（赤）すること。 

公開空地等部分、住宅に供する部分、外観４面、遠景１、写真撮影

位置図（１、２と兼用可） 
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様式第５号 事前公開の標識 

建築計画のお知らせ 

敷 地 の 地 名 地 番  

建 物 用 途  

敷 地 面 積 平方メートル 

建 築 物 の 延 べ 面 積 平方メートル 

建 築 物 の 高 さ メートル 

建 築 物 の 階 数 地上   階 ／ 地下   階 

予 定 工 事 期 間   年  月  日 ～     年  月  日 

建 築 主 の 住 所 氏 名 （TEL           ） 

設 計 者 の 住 所 氏 名 （TEL           ） 

工事監理者の住所氏名 （TEL           ） 

標 識 の 設 置 年 月 日   年  月  日 

 

 


